
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

うち、社会保障財源化
分対象経費

国県
支出金

市債 その他 一般財源
うち、地方消費税交付
金（社会保障財源化分）

社会福祉 3,469,722 1,689,558 873,488 0 25,584 790,486 165,407

障害者福祉費 1,261,031 132,754 69,851 0 330 62,573 13,093

児童福祉費 1,816,765 1,388,466 676,005 0 25,254 687,207 143,796

老人福祉費 89,773 13,534 0 0 0 13,534 2,832

生活保護費 302,153 154,804 127,632 0 0 27,172 5,686

社会保険 1,201,779 1,141,148 253,677 0 11,724 875,747 183,248

国民健康保険 234,248 234,248 120,867 0 0 113,382 23,725

介護保険 735,484 674,853 39,677 0 0 635,176 132,909

後期高齢者医療 145,488 145,488 93,134 0 11,724 40,631 8,502

共済負担金 86,559 86,559 0 0 0 86,559 18,112

保健衛生 341,172 216,852 528 0 89,828 126,496 26,469

健康づくり推進事業費 192,212 84,375 528 0 75,388 8,459 1,770

医療対策費 148,960 132,477 0 0 14,440 118,037 24,699

　　　合　　計 5,012,673 3,047,558 1,127,693 0 127,136 1,792,729 375,124

区分
令和3年度
決算額

特定財源

地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月から消費税（国・地方）が5％から8％に、令和元年10月から8％が10％に引き上げになりました。引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分は

全額、社会保障施策に充てるものとされています。

　令和3年度安芸高田市に交付された社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途は、つぎのようになっています。

375,124千円

3,047,558千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 財源内訳


